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Ⅰ 令和３年度研修講座編成に当たって

秋田県教職員研修体系（令和３年一部改訂，秋田県教育委員会）に基づき，教職員一人一人
のキャリアステージに応じた資質能力の向上を目指す総合的・体系的な研修を推進する。

１ 研修講座の基本方針
(1) 学校教育の諸課題に適切に対応するために必要な資質能力を高める研修
(2) 学校教育目標等を組織的に実現するために必要なマネジメント能力を身に付ける研修

アクティブ・ラーニング型研修の充実

視点① 受講者自身が主体的・対話的に研修を進められるようなプログラム

視点② 校内研修のアクティブ化を促進するプログラム

・ガイダンス機能の充実 ・思考ツール等の効果的な活用 ・ＰＤＣＡサイクルの重視
・秋田県教職キャリア指標とのつながりを明記

２ 研修講座の特色
(1) 教職経験者研修において，学校組織マネジメントに関する内容を更に充実させ，受講者一人一人
のキャリアステージに応じた資質能力の向上を図る。

(2) 職務別研修等において，研修内容の一層の充実とともに，様々な手法を体験できるプログラム構
成の工夫に努め，「チーム学校」としての学校運営参画能力の向上を図る。

(3) 児童生徒の発達の段階に応じた情報活用能力を育む指導力の向上を図るとともに，ＩＣＴの効果
的な活用による授業改善に資する研修講座を充実させる。

(4) 新学習指導要領の趣旨を踏まえ，各教科等の専門的な理解や実践的指導力の習得と向上を図る。
(5) 受講者自身が実践を振り返り，課題意識をもって継続的に授業改善等に取り組めるよう，授業ビ
デオ研修や模擬授業研修，設定した自己の課題についてＯＪＴ（各校での日々の業務を通じた研修）
を活用しながら解決を図る研修等，実践的な内容を充実させる。

(6) 生徒指導に関する教職経験者研修においては，各校種，キャリアステージに応じた具体的な理論
や手法の習得を目的とした内容とし，学校で生かすことができる実践的な生徒指導力の向上を図る。

(7) 特別支援学校の教職経験者研修においては，研修内容につながりをもたせ，教員のアセスメント
力や授業力の一層の向上を図る。

(8) 各校種における特別支援教育においては，最新の動向を取り上げ，特別な支援を要する幼児児童
生徒を理解し，指導・支援する力の向上と校内支援体制の充実を図る。

３ 研修講座の運営に当たって
(1) 秋田県総合教育センターが有する機能や施設設備を十分活用するとともに，所外の専門施設・人
材等についても効果的な活用を図る。

(2) 関係各課・所等との緊密な連携を図り，より効果的な研修講座の運営に努める。
(3) 研修成果をＯＪＴで活用できるように，研修講座の内容や研修資料等の工夫改善に努める。
(4) 集合型研修を基本としつつ，オンライン研修を取り入れることにより，それぞれの特性を生かし
た効果的・効率的な研修講座の運営に努める。
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